
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

会員の皆さまにおかれましては、益々お元気でご

活躍のこととお慶び申しあげます。 

さて、皆さまご案内のとおり 10月はシルバー人材

センター事業の普及啓発促進月間です。 

センターではこの事業の普及啓発のため、会員の

皆さまの参画のもと様々な活動を展開いたします。 

 

 

10月の広報かこがわと同時配布でシルバー事業の

普及啓発、入会促進と兵シ協の講習会等の予定を記

したチラシを全戸配布いたします。 

また、シルバー人材センター事業の理念を広く一

般市民に浸透させるため、事業の趣旨やシステムと

日ごろの会員の皆さまの活動状況を普及啓発すると

ともに、会員の皆さまの事業への参画意識を高めて、

今後の事業の適切な発展と拡充を目的とする「シルバ

ーふれあいフェスティバル 2019」を開催いたします。 

多数ご参加ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  センターでは、会員増加に向けた様々な取組み

を実施しています。 

 入会の促進を目指して「夫婦会員等の割引制度」、

女性会員拡大委員会を中心とした女性会員増加のた

めの取組み、会員入会案内のチラシの全戸配布等々

です。 

 また、退会抑止のための取組みとして「未就業会員

を対象とした就業相談会」の開催、会員サービスの向

上等々を実施しています。 

 しかしながら、近年 5年間で 65人の増加にとどま

っています。 

 引き続き様々な取組みを行う予定ですが、その一

環として、本年４月より「正会員の事業参画推進に係

るポイント制度」（センターが主催する各種会議、行事、

講習会やボランティア活動等の参加者にポイントを

付与し、一定の期間（1年間）で高ポイントを獲得し

た会員を表彰する制度）を導入するとともに、５年以

上在籍している 75 歳以上の会員を対象に会費を減

額して、仕事以外で活動できる場を提供する「プラチ

ナ会員制度」を創設しました。 

この取組みに対する会員の皆様のご意見・ご要望

等を募集いたします。 

また、令和２年度から新たに実施する企画提案型

事業も併せて募集いたします。 

最終的には、各種委員会等で協議・検討し、理事会

で決定することとなります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（お問合せ・応募先） 

公益社団法人加古川市シルバー人材センター 

   ☎079-421-9128 FAX079-421-4141 

   （担当：浦井事務局長） 

令和元年 9 月 15 日発行 

 

第 24 号 

 

会員主導・地域密着型の 

シルバー人材センターを目指して！！ 

公益社団法人 

加古川市シルバー人材センター 

  加古川市加古川町河原 453 番地の 15 

               TEL 079-421-1207 

               FAX 079-421-4141 

HP  http://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 

e-mail ｱﾄﾞﾚｽ  kakogawa_s.c@sjc.ne.jp  

  

会員数 1410 人 ●男 998 人 ●女 412 人 （8 月 31 日現在） 

 

10月は、シルバー人材センター事業普及啓発促進月間です！ 

   

http://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 

シルバー事業ＰＲのためのチラシを全戸配布 

シルバーふれあいフェスティバル 2019 

令和元年 10月 26日（土） 

10：00～15：00 

イオンタウン加古川 

セントラルコート及び周辺駐車場 

（加古川市東神吉町出河原 862番地） 

 

  ※ 詳細は案内チラシをご覧ください。 

会員増加に向けた取組み 



 

            

 

自分の身を守る安全意識 
動 作 に 潜 む 危 険 

 

【 災害発生の法則 】 と 【ヒヤリ・ハットの法則】 

 

   1         1件 の重大災害の影に  

       29       29件 の軽いケガが発生し、その影に  

      300     300件 の「ヒヤリ・ハット」したことが 

起こっている 

 

ヒヤリ・ハットしたときは注意と反省 

 

使い古された安全の言葉に「安全に妙薬なし」、 

「特効薬なし」といわれております。 

 

 

《自分でできる安全対策とは》 

   1. ごくあたり前のことをあたり前にする 

   2. 絶対に「横着」はしない 

     以上の 2つがキチンとできれば、災害は大幅に減少し 

ます。 「交通事故」「その他の事故」も同様です。 

 

 

 

 

 

 令和元年 4 月～8 月にセンターへ届け出のあった事故の発生状況は、傷害事故（会員が仕事中又は

就業途上に怪我をした事故）が 1 件（昨年度同期比－1 件）、損害賠償事故（会員が就業中に発注者又

は第三者の身体若しくは財物に損害を与えた事故）が 4 件（昨年度同期比±0 件）、交通事故が 0 件

（昨年同期比－1 件）発生しています。発生件数は合計で昨年度同時期と比較して－2 件となってい

ます。 特に注意しなければいけないのは、損害賠償事故が 4 件発生し、4 件すべてが、機械除草の

石跳ねによる事故となっています。確実に養生をすることにより、事故防止に努めてください。 

 会員の皆さまにおかれましては、センターの仕事が 10 月から年末にかけて繁忙期を迎えることか

ら、上記の 「自分の身を守る安全意識」 を参考に 「自分の身は自分で守る。」

ことを再認識して、就業時や途上の事故防止に努めてください。 

 

「ごくあたり前のことをあたり前にする」 ことと 

「絶対に横着はしない」 ことにより事故の防止に努めましょう。 

安 全 ニ ュ ー ス 

（令和元年 9 月号） 

 安全・適正就業推進委員会は、年に 4 回

委員会を開催して、会員の皆さまの事故の

防止や健康管理について協議・検討して

様々な取り組みを行っています。 

 平成 26 年度以降、事故を起こした会員

を対象に委員会にご参加いただき、事故発

生時の状況や事故後の安全対策の取り組

みについて聞き取り調査を行い事故の防

止に役立てています。 

 本年度第 2 回の委員会には、機械除草中

の石跳ね事故４件について、事故発生時の

状況や注意点、事故後の安全対策について

詳細を聞き取りいたしました。 

 昨年度減少傾向にあった石跳ねによる

賠償事故が 6月と 7月にそれぞれ 2件発生

したため、機械除草に携わる会員の全体会

議を 9月 3日に氷丘公民館で開催し、機械

除草の講師をしていただいた狩野会員を

中心に石跳ね事故の防止について協議・検

討しました。 

 事故の発生を減らすよう十分にご注意

いただくようお願いいたします。 

  



      

  

 

 

 

 

 

  

             

 

クラブ・同好会名 
連  絡  先 

活 動 状 況 等 
代 表 者 電 話 番 号 

 たんぽぽ（手芸同好会） 岡坂 ヨシ子 
事務局 

079-421-9128 

毎週月曜 13:30～センター和室にて活動。

各種イベント等にて作品の販売。 

 カラオケ同好会 谷田 三郎 090-7094-4466 
毎月第２第４土曜日 12:00～16:30 にカラオケ

ポンポコにて例会。（時間内出入り自由） 

グラウンドゴルフ同好会 谷田 三郎 090-7094-4466 
毎週月曜日９:00～10:30 頃まで、河原河

川敷緑地にて例会。 

 そば打ち同好会 萩原 周一朗 
事務局 

079-421-9128 

毎月、第１第３火曜日 13:30～15:30 及び

毎月第１第３木曜日 18:00～20:00 

センター会議室にてそば打ちの練習 

銀歩会 島田 壽美子 
事務局 

079-421-9128 

毎月、コースを決めて例会 

季節に応じたウォーキングを楽しんでい

ます 

絵画愛好会 中里 育正 
事務室 

079-421-9128 

毎月、第１第４水曜日 10:00〜12:00 

センター会議室にて活動。 

 ボウリング同好会 伊藤 正美 
事務室 

079-421-9128 

毎月第２・４水曜日、第３土曜日の９時～

12 時 ニッケパークボウルにて例会。 

４半期に１回 大会を開催。 

ボウリング大会  令和元年 9 月３日（火曜日）10:00〜12:30 ニッケパークボウル 

              

成 績 ２ｹﾞｰﾑｽｺｱ 名  前 

優 勝 ３６６ 伊藤 正美 

準優勝 ３２９ 竹谷 正二 

３ 位 ３１４ 越智 秀雄 

４ 位 ３０９ 大村 清量 

５ 位 ３０６ 藤原 純也 

※ 全員の成績は、センターの会員休憩

室に掲示しています。 

福利厚生委員会掲示板 

日  時  令和元年 11月２日（土）10：00～12：00 

場  所  河川敷緑地 河原地区 

募集人数  ４０人   参加費 ５００円 

     ※雨天中止、詳細は別紙案内をご覧ください。 

福利厚生委員会掲示板 



 

 

 

 

 

          配分金支払日（令和元年度分） 

作業した月 支払い月日 

9 月 10月 15日 

10月 11月 15日 

11月 12月 13日 

12月 令和 2年1月 20日 

令和 2 年1月 2月 14日 

2月 3月 13日 

3月 4月 15日 

     

 

 

 

 

 ※住所・電話番号・配分金の振込先などの変更がありましたら、必ず事務局までお知らせ下さい。 

仕事の情報や重要なお知らせが届かなかったり、配分金の振込みが出来ませんのでご注意下さい。 

今 後 の 主 な 予 定 

月 日 曜 予     定 月 日 曜 予     定 

9 14 土 「相続セミナー」（女性会員対象） 10 9 水 入会説明会（13:30～16:00） 

 17 火 兵シ協 東播ブロック会議  12 土 平岡地区 親睦会 

 18 水 入会手続日・就業相談日  16 水 入会手続日・就業相談日 

 19 木 第３回理事会  18 金 第４回ふれあいフェス実行委員会 

 20 金 第３回ふれあいフェス実行委員会  22 火 川西地区・志方地区 合同親睦会 

 22 日 両荘地区 親睦会  26 土 シルバーふれあいフェスティバル 2019 

 28 土 たんぽぽ保育園運動会  27 日 野口地区 親睦会 

10 1 火 兵庫県文書課 立入検査  30 水 兵シ協 事業推進大会 

 3 木 大阪府 茨木市 SC研修で来所  31 木 健友会地区 親睦会 

 4 金 業務・就業開拓委員会 11 1 金 第５回ふれあいフェス実行委員会 

 5 土 氷丘地域 親睦会  7 木 浜手地区 親睦会 

 
 

 会員の皆さまにおかれましては、益々お元気でご 10月は、シルバー人材センター事業普及啓発促進月間です！ 

   

年末年始に伴う企業・銀行等の休日の関係

上、12月に就業した配分金の支払いは、 

１月 20 日（月）になります。 

☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆ 

☆  配分金の明細書は、平成 30 年 5 月分から、原則

郵送といたしました。 お手元に届きましたら必ず内

容等確認をお願いいたします。 

 

☆ 配分金支払いの基礎は、会員の皆さまから提出さ

れる就業報告書です。 

 

☆  就業された場合、就業報告書を単発の仕事は作業

終了後直ちに、同一現場での継続の仕事の場合は、

翌月の３日までに事務所までご提出下さい。 

 

☆  作業終了後は、作業が終了したことを発注者に

告げて就業時間を確認していただき、署名・確認印

を必ず受けてください。 

 

☆ 配分金の明細がインターネット上で確認できま

す。 【 Smile to Smile サービス 】 

詳細はセンターまでお問い合わせください。 

       

http://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 


